
１．問題の所在
津波による人的被害を回避するための避難行動

に関する災害・防災研究者の考え方は，１９８３年日
本海中部地震を境に大きく変わった。「大きく揺れ
が続いたら即避難」，もしくはヌルヌル地震津波

を想定し「小さな揺れでも長い時間続いたら即避
難」という考え方である。しかし，行政の津波避
難に関する実際の政策・災害対応の発想法は「基
本的には地震発生後に津波が来襲するので，それ
以前に適切な情報を出し，避難が必要であるのか
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ないのか，また，必要な際には，どこへどのよう
に行動したらよいのか，事前に体制を整える必要
がある」１）というものである。この考え方の根底
には「警報発表→警報の迅速な伝達→避難行動→
避難ルートの設定，避難場所の確保」というシス
テムを整備することが必要であるという発想（こ
れを以下では警報伝達モデルと称する）がある。
そして，津波警報発表は気象庁，情報伝達はマス
コミと自治体，避難ルートの設定などは市町村と
いう役割分担が確立されてきた。

これまでの，人的被害を軽減するための津波ソ
フト対策の歴史を見ると，１９５２年の気象庁による
津波予報システムの整備，１９７６年の静岡県での津
波浸水予想図の公表，１９８３年の津波常襲地帯総合
防災対策指針の策定（その後の「津波対策強化の
手引き」につながる），１９８３年の日本海中部地震の
反省をもとにした警報発表の迅速化を目指す津波
予報装置の導入など，このモデルにもとづいて整
備がおこなわれてきた。
このモデルにもとづいて，２００４年１２月のスマト

ラ沖地震に対しても，国際的な支援の下に，イン
ド洋の警報発表システムを整備し，大地震の発生
の際には津波警報を迅速に発表して，津波からの
避難を促すことが必要であると議論された。
田中は実際の津波発生時の避難行動の調査か

ら，警報伝達モデルを基礎にした現在の津波から
の避難行動には，次のような問題点が存在してい
ることを指摘してきた。
第一に，津波警報は，気象庁が発表しマスコミ

などから流されるだけではすべての地域住民の避
難行動には結びつかない。津波からの避難行動の
「きっかけとなった情報」は，津波警報だけではな
く，地元自治体などによる避難勧告・指示および
広報車などによる避難の呼びかけや，近所の人か
らの情報であるケースが多かった。この点から考
えると，地元自治体，消防署や消防団，さらに，
町内会などが，気象庁からの津波情報をもとに，
地域住民が自分たちの地域に襲いかかるだろう津
波被害を明確にイメージできるような「地域情報」
へ変換することが必要となる。このような地域情
報への変換を，「情報のローカライゼイション」と

呼んだ２，３）。
第二に，津波からの迅速な避難行動のために

は，津波情報や避難勧告・指示など外からの情報
が伝達されることを待つのではなく，地震が発生
したときに，直ちに，津波のことを思い浮かべる
ことが必要である。津波に関する情報の獲得や避
難行動への移行の以前に，地震を感じて直ちに津
波の危険性を思い浮かべること，すなわち，地震
＝津波連想が必要である４）。
本論文は，次の二つの議論を行う。第一に，

２００４年９月５日に発生した紀伊半島沖地震時では
津波警報・注意報が発表されたが，人々がそのよ
うな外部からの情報をどう受けとめ，どう行動し
たのかを，アンケート調査結果から検討し，現在
の津波からの避難行動をめぐる問題点を確認す
る。この問題点を確認したうえで，第二に，警報
伝達モデルが「現代的な津波の災害文化」を形成
してきたが，そこには問題があること，この問題
をいかに克服できるかを検討する。

２．アンケート調査結果から
２．１ アンケート調査の概要
２００４年９月５日，１９時７分と２３時５７分に，続け

て紀伊半島沖を震源とした地震が発生し，近畿，
中部地方では最大震度５弱を記録した。２度目に
発生したマグニチュード７．４の地震では三重県松
阪市で震度５弱を記録し，愛知県内においても震
度４～３の揺れを経験した。この地震により，三
重県南部と愛知県外海に津波警報，その他の愛知
県沿岸部に津波注意報が発表された。これを受け
て，津波警報が発表された愛知県（３市町村），三
重県（１８市町村），和歌山県（２１市町村），合計４２
市町村のうち，三重県尾鷲市を始め，１２市町村は
避難勧告が出された。愛知県内では，豊橋市，田
原市，渥美町の３市町が津波警報地域に入ってい
た。だが，地元自治体が地域住民に対して避難の
呼びかけを行い，住民の避難は行われてはいる
が，いずれの市町においても避難勧告は発令され
ていない。
２００５年２月，愛知県防災局と関係市町村の協力

を得て，２００４年９月５日２３時５７分に発生した地震
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にともなう津波注意報に対する住民の対応につい
てアンケート調査をおこなった。具体的には，２
月に市町村から自市町村内の「津波危険地域に指
定されている地区住民」に配布し，３月から４月
にかけて郵送によって回収した。総数４３８０票配布
して，２００５年５月２０日現在，１７１０票回収し，回収
率は３９．０％であった。
津波注意報に対する住民の対応を調査した理由

は，津波が来るかどうか，来たとしても，それほ
どの高さではないという状況のなかで，住民は，
ある種のあいまいな，どう判断したら良いのか分
からない状況におかれるが，そのような人々の行
動を探ろうと考えたからである。さらに，結果と
して津波注意報しかでていないが，注意報が出る
前までの状況は，警報が発表された地域と基本的
には変わらない。こうした人々が，注意報発表ま
で，どう行動したのかに関する調査がこれまでな
されてこなかった。
調査対象者は，愛知県内の津波危険地域を含む

自治体のうち，半田市，刈谷市，西尾市，蒲郡
市，常滑市，知多市，高浜市，南知多町，美浜
町，一色市，吉良町，幡谷町，御津町の７市６町
の津波危険地域に指定されている地域に居住して
いる住民である（図－１）。

２．２ 津波への関心
愛知県沿岸部に居住する住民は，津波への関心

はかなり高く，先のスマトラ沖地震による津波は
「他人事ではない」と捉えている。また，津波への
危険性も認識されている。
また，マグニチュード９．０，最大津波高さ３０

メートル以上という２００４年１２月２６日に発生したス
マトラ沖地震は，愛知県の沿岸地域住民にとって
大きな影響を与えていることもわかった。
「スマトラ沖大地震の津波災害について，あな
たはどの程度関心をお持ちですか」という質問に
対し，５１．９％の人が「非常に関心がある」と回答
し，４０．３％の人が「比較的関心がある」と回答し，
これらの回答を合計すると実に９２．２％の人々がス
マトラ沖地震の津波災害に関心を寄せている。そ
れは，「スマトラ沖大地震の津波災害を知って，あ
なたは，津波への関心がどのように変わりました
か」という質問に対しても，７７．８％の人々が「関
心が高まった」と回答した。調査実施時点がスマ
トラ沖地震の地震発生から約２ヶ月しかたってい
ないため，インドネシアはもちろん遠くのアフリ
カまで２０万人以上とも推定される大量の犠牲者を
出した大津波の発生は，まだ鮮明な記憶として
人々の脳裏に焼きついている。そのため，「スマト
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図－１ 調査対象地域（愛知県）
（網掛けの部分が対象地域）
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ラ沖大地震による津波のような大規模な津波がお
住まいの地域に来る危険があると思いますか」と
いう質問に対しても，３７．１％の人が「かなり危険
があると思う」と回答している。「少し危険がある
と思う」という回答がもっとも多く４２．８％となっ
ているが，「あまり，あるいは，ほとんど」津波の
危険がないという回答は１８．２％と少ない。
この点では，２００４年１２月に発生したスマトラ沖

地震は，遠く海外の出来事であったとしても愛知
県内の沿岸地域住民への津波への関心を高め，津
波への危険性を再認識させることにつながってい
た。

２．３ 地震＝津波連想
調査対象地域は，いずれも津波注意報が出され

た地域である。この時の避難行動を，地震発生か
ら順を追って，アンケート調査を手がかりに見て
ゆく。
まず，地震発生時に，どこに居たかを確認する

ことから始めよう。地震発生時刻が２３時５７分で
あったために，９０．４％の人々は自宅に居たと回答
している。
地震が起きた時，半数以上の回答者が，すでに

就寝していた。地震に気がついたかどうかを尋ね
たところ，「寝ていたが気づいた」人が５２．４％，
「起きていて気づいた」人が３０．６％と，合計で
８３．０％の人が，割合と大きな地震であったため
に，地震発生に気づいている。
これまでの津波からの避難行動に関する調査研

究４）から，短時間のうちに津波からの避難行動を
スムーズに行うためには，地震発生直後に「津波
が来るかもしれない」ということを思い浮かべる
ことが，その後の避難行動を行うかどうかを左右
する極めて重要な要因であることが分かってい
る。この地震発生後直ちに津波を思い浮かべるか
どうかを，地震＝津波連想という言葉で呼ぶとす
れば，地震発生後，津波の危険性を感じて避難行
動に移ってゆくときに地震＝津波連想がきわめて
重要となる。この地震＝津波連想が欠落すると，
地震後の津波情報の獲得行動も生じないし，海の
潮位変化など，周辺環境の変化にも敏感に反応し

て避難行動をとることにつながらない。
今回の地震において，「地震が起きたとき，津波

が来ることを考えましたか」という質問に対して，
「考えた」と回答した人はわずか２０．７％にすぎず，
７２．２％の人は「考えなかった」と回答している。

２．４ 津波危険地域に住んでいる人の認識
地震＝津波連想をした人については重ねて，「地

震が起きてから津波が来るまで，どのくらいの時
間がかかると考えましたか」を尋ねた。
今回の調査対象者は海岸から近くに住んでいる

人が多いことも関連して，もっとも多い回答は
「１０分～１９分」という予測時間であり，３５．９％の人
がそう回答している。次いで多いのは「３０分～５９
分」という回答（１９．８％）である。１０分台で自分
の居住地域まで津波が到達すると予想する人を中
心に，それより遅いと考える人が多い一方で，逆
に，もっと短い時間のうちに津波がやってくると
考える人も少なくない。１６．９％の人は「５分以内」
と回答している。
では，想定される津波到達時間と比べて，住民

が予測している到達時間は「短い」のだろうか，
それとも「長すぎる」のだろうか。愛知県内で
もっとも津波被害をもたらすと想定されている東
海地震・東南海地震を前提に考えてみよう。愛知
県防災会議地震部会『愛知県東海地震･東南海地
震等被害予測調査報告書 平成１６年度３月』によれ
ば，「想定東海・東南海地震連動による津波の第一
波が到達するのは渥美半島太平洋岸で地震発生後
２０～３０分程度，伊良湖岬付近で３０分程度，知多半
島南端まで４０～５０分程度，名古屋港まで９０分程
度」５）と予測されている。
この予測時間に照らすと，第一に正確に自分の

居住地域への津波到達時間を知らない人が多いば
かりではなく，第二に，住民の判断は全体として
早めの時間帯に寄っている。
今後の津波の避難行動を適切に行うという観点

からは，もちろん早めの避難行動が求められるこ
とは言うまでもないが，主観的な判断は時に「遅
めの見積もり」につながることも想像に難くない。
客観的な認識として，科学的な予測到達時間を
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知っておくことが必要となる。
今回の調査は，津波危険地域に指定されている

地域住民を対象に調査を実施した。「あなたのお住
まいがある地域が津波危険地域に指定されている
ことをご存知ですか」という質問に対して，
４０．０％の人しか「知っている」と回答していない。
半数以上の５５．９％の人が「知らない」と回答して
いる。
この回答に関しては，市町村ごとの回答のばら

つきが大きく，「知っている」回答がもっとも多

かった吉良町（７０．０％）や知多市（５９．１％）から，
もっとも低い１６．２％の自治体まで，５０％もの開
きが見られる（χ２（１２）＝８１．９５，p＜．０１）。しかし，
この地域による津波危険地域の認知の違いは，基
本的には，ハザードマップを作成したかどうか，
それを住民にどう配布あるいは説明したかどうか
だけでは，説明できない（表－１）。
こうした「知っている」－「知らない」のばら

つきは，市町村間にだけではなく，同一市町村内
の集落間にも見られると推測される。
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津波危険地域
に 対 し て ハ
ザードマップ
等を各住戸に
配布している

合計
（人数）

ハザードマップなどの防災対策資料津波危険地域％

市町村

見たり聞
いたりし
たことは
ない

見たこと
はないが
聞いたこ
とはある

持ってい
ないが見
たことが
ある

持 っ て
いる

知 ら な
い

知 っ て
いる

区長を通じて全戸配
布済Ｈ１５末○２０５５．９１７．１２５．４４２．９６８．８２８．８半田市

Ｈ１６に区長を通して
説明会を開催×３６１６．７１３．９１９．４３８．９６６．７３３．３刈谷市

広報では示した×１０８１１．１１５．７２０．４４４．４６０．２３８．９西尾市

広報と一緒に配布中
Ｈ１６～Ｈ１７○３２９１４．３２４．９２７．７１９．５５８．４３９．２蒲郡市

広報と一緒に配布済
Ｈ１６○２２０５．９９．１２０．５５３．６４９．５４８．２常滑市

広報と一緒に配布済
Ｈ１６＋説明会○１６４３．０６．１１４．６７２．０４０．２５９．１知多市

広報と一緒に配布済
Ｈ１６○７４２３．０１７．６２４．３１６．２８２．４１６．２高浜市

×４７１０．６１０．６２３．４４６．８４２．６５７．４南知多町

×１７５１６．０１７．７２２．３２８．０６１．１３７．７美浜町

Ｈ１７ 作成予定×７９５．１１３．９１５．２４６．８４３．０５３．２一色町

配布済 Ｈ１６○３０２０．０６．７２０．０４６．７３０．０７０．０吉良町

予想区域として示し
た×３８１３．２２１．１２３．７３６．８５２．６４２．１幡豆町

×１０６１７．０２６．４２３．６１６．０６４．２３５．８御津町

１７１０１８９２８７３８６６４１９５６６８４合計（人数）

注：「津波危険地域」に「無回答」，「ハザードマップなどの防災対策資料」に「分からない」「無回答」を削除
した。「市町村」に「その他」と「無回答」を削除した。

表－１ 危険地域認知，ハザードマップ認知，ハザードマップの配布状況（市町別）
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津波だけに限定した災害予測情報とはいえない
が，「あなたのお住まいの地域の，防災マップや災
害危険予測図（ハザードマップ）などの防災対策
資料を持っていますか。あるいは，見たり聞いた
りしたことがありますか」という質問に対して，
「持っている」と回答した人は３７．５％にすぎない。
「持っていないが見たことはある」「見たことはな
いが聞いたことはある」「見たり聞いたりしたこと
はない」という，明確に自分の居住地域の災害危
険情報を把握していないと考えられる人は５０．５％
にものぼっている。なお，ハザードマップ等を各
住戸に配布していない刈谷市・西尾市・南知多町・
美浜町・一色町・幡豆町・御津町などで，防災対
策資料を「持っている」と回答した人々は，愛知
県が２００３年２月などに配布した『緊急！地震防災
ガイド』（改訂保存版）などの資料を持っているも
のと考えられる。ただこのガイドにしても８頁の
小冊子であり，東海地震で想定される愛知県の震
度・津波の高さや警戒宣言の意味，非常持ち出し
品チェックリストなどについて記載されている
が，地域における具体的なハザードマップとして
の機能は有していない。
こうした結果は，ひとり，愛知県の沿岸市町村

だけではない。たとえば，津波常襲地である岩手
県沿岸地域においても，「沿岸の津波避難対象地区
の全世帯に配布した津波防災マップの所在に関す
る問いについては，『マップの存在を知らない』と
いう回答が７３１人（約４２％）で最も多く，次いで

『マップは知っているが，自宅にはない』という回
答が４８４人（約２８％）などとなっており，津波の危
険性の認識も小さく，いざというときのための準
備としては不十分である」６）と報告されている。
ここで見たように，津波に対する住民の関心の高
さとは対照的に，自分自身の生活する地域での津
波危険性に関する情報を正しく知ろうという努力
が不足している。

２．５ ９月５日は実際に避難したか
本アンケート調査の対象地に発令されたのは，

すべて，津波警報ではなく津波注意報であった。
しかし，対象地域は津波危険地域に指定されてお

り，しかも，海からの至近距離に居住している人
びとである。
アンケート調査において，自宅から海までの距

離を尋ねた。回答者のうち１００メートル未満とい
う 回 答 は２９．６％，１００～３００メ ー ト ル 未 満 は
２８．４％，３００メートル～５００メートル未満が１２．９％
となっており，海岸から５００メートルまでの場所
に居住する人は７０．９％に達している。また，海抜
３メートル未満の場所に住んでいると回答してい
る人は４７．６％となっている。ただし，これは客観
的な海岸からの距離や海抜ではなく，回答者自身
が認識している距離や海抜である。
このように海岸近くに住む人々が，津波注意報

を発令された時，避難したかどうかを見てゆこ
う。「家族の全員が避難した」（２．３％）「家族の一
部が避難した」（１．７％）と，実際に避難した人は
合計４．０％にすぎない。明確に「避難しなかった」
と回答している人は８３．９％に上っている。
「家族の全員が避難した」と「家族の一部が避難
した」と回答する人々をまとめて，「避難した人」と
考える。今回は注意報であったが，海岸近くに住
んでいる人あるいは，海抜の低いところに住んで
いる（と自分自身が判断している）人がただちに
避難したのかどうかを，確認しておこう。表－２
と表－３からみるように，海岸からの距離や海抜
は，地震＝津波連想に弱い関連性をもっている
が，津波危険地域の認知や避難行動の有無には大
きな関連が見られない。このように，少なくと
も，注意報発表時では，海岸からの距離や海抜
は，避難行動に直接に結びついていない。ただ
し，同じ地震時の三重県尾鷲市の避難行動の調査
では，津波警報が発表された地域では，海岸から
の距離によって，避難率が大きく異なる（a）。この
違いは，地域差（とくに津波の被災経験もあり，
津波対策に熱心な尾鷲市と他地域との差異）なの
か，注意報と警報との差異がもたらした結果なの
かは，この限りでは明らかではない。この点は今
後の検討課題であり，吉井が２００４年１０月に三重，
和歌山，徳島，高知４県の津波危険地区で行った
『４県共同地震津波意識調査』などでも検討されて
いる７）。

１８８
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本調査において避難しなかった人に「避難しな
かった」理由を尋ねたところ，第一には「地震の
感じから危険はないと判断したから」がもっとも
多く５８．８％，次いで「テレビなどの津波情報で津
波の高さが低いと分かったから」（３４．９％），「行政
から避難の勧告がなかったから」（２０．９％）となっ
ている。結果的には，今回の調査対象地域まで津
波が到達していないが，避難をしなかった最大の
理由が「地震の感じから危険はないと判断したか
ら」ということには，問題がある。地震の揺れの
大きさと津波の発生は，いつも正比例するとはか
ぎらないため，「地震の感じから」では，正しい判
断ができない場合もあるからである。

２．６ 情報の入手時間
では実際に，地震発生後，人々はどのような行

動をとったのであろうか。そして，津波警報や注
意報が出たことを知ったのは，地震のあとどれく
らいが経過してからであったのであろうか。
「地震が起きたあとに，どのようなことをしま
したか」（複数回答）という質問に対し，「テレビ
をつけた」（７５．１％）「ラジオをつけた」（１０．２％）と，
マスコミからの災害情報の収集に努めた人が多
い。現在では，相当の大きな地震だと感じた時，
災害情報を知るためにテレビなどをつけるという
行動が一般化していることが分かる。さらに，「外
の様子を見た」（１７．５％）や「市や町の防災無線の
放送に注意した」（９．９％）と，やはり，災害発生
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表－２ 地震＝津波連想，危険地域指定認知，避難行動（海岸からの距離別）

合計
（人数）

避難行動津波危険地域指定地震＝津波連想

海岸からの距離
無回答

誰 も 避
難 し な
かった

家 族 の 一
部 が 避 難
した

家 族 の
全 員 が
避難した

無回答知らな
い

知って
いる無回答考えな

かった考えた

５０７１３．８８１．９１．６２．８４．１４６．４４９．５７．９６５．５２６．６～１００m
４８６１１．３８５．８１．０１．９３．１５７．４３９．５６．６７５．５１７．９１００m～３００m未満
２２１１１．８８３．３３．２１．８２．３５４．３４３．４６．８７４．２１９．０３００m～５００m未満
１７７１０．７８５．３０．６３．４５．６６１．６３２．８５．６７２．９２１．５５００m～７００m未満
１４１１２．８８１．６２．８２．８５．０６３．１３１．９７．１７７．３１５．６７００m～１km未満
１４３７．７８９．５２．１０．７４．９７０．６２４．５４．９７７．６１７．５１km～
３５２２．９７１．４２．９２．９１４．３６５．７２０．０２２．９６２．９１４．３無回答

１７１０２０７１４３５２９３９７０９５６６８４１２２１２３４３５４合計（人数）

表－３ 地震＝津波連想，危険地域指定認知，避難行動（海抜別）

合計
(人数）

避難行動津波危険地域指定地震＝津波連想

海抜(m） 無回答
誰も避
難 し な
かった

家 族 の
一 部 が
避難した

家 族 の
全 員 が
避難した

無回答知らな
い

知って
いる無回答考えな

かった考えた

３２０１３．１８３．４０．９２．５２．８４９．７４７．５７．８６９．１２３．１～１m未満
４９４１２．６８５．６０．８１．０１．２５０．０４８．８５．１７４．３２０．６１m～３m未満
２２２９．９８２．９２．３５．０１．４５６．３４２．３８．６７２．５１８．９３m～５m未満
８０２１．３６８．８５．０５．０１．３６１．３３７．５１１．３６７．５２１．３５m～７m未満
３６１３．９８３．３２．８０．０２．８６１．１３６．１８．３７７．８１３．９７m～１０m未満
４１９．８８７．８０．０２．４２．４４８．８４８．８９．８７０．７１９．５１０m～
４２５９．６８７．３１．９１．２０．９７０．４２８．７６．１７３．９２０．０海抜が分からない
９２１５．２７５．０４．３５．４４８．９３８．０１３．０１２．０６５．２２２．８無回答

１７１０２０７１４３５２９３９７０９５６６８４１２２１２３４３５４合計（人数）
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後の情報収集活動を行っている。ただし，今回の
地震発生が深夜であったため，海面の潮位変化な
どを目視することは不可能であったはずである。
一刻を争う津波からの避難行動の場合，情報収

集の迅速性が求められる。では，そうした情報活
動を行った人が，どのくらい時間がたってから，
津波警報や注意報が発表されたことを知ったので
あろうか。やや漠然とした回答ではあるが，「地震
直後に知った」「後になって知った」「知らなかっ
た」に分けて回答を求めた結果，直後に知った人
は４３．０％だけであり，「後になって知った」人は
２５．６％，「知らなかった」人は２７．７％にも上ってい
る。しかし，情報収集の有無と避難行動には統計
的有意差はみられず（χ２（３）＝１．７８，n.s.），情報収
集のタイミングと避難行動にも統計的有意差がみ
られなかった（χ２（３）＝６．３２，n.s.）。
ここから明らかになるのは，割合に大きな地震

に遭遇して災害情報の収集にあたっているとはい
え，津波の情報をタイムリーに手に入れているか
どうかと避難とには関係性がないことである。む
しろ，避難行動は「地震＝津波連想をしたかどう
か」に規定因がある。表－４は，地震＝津波連想
や，津波注意報・警報の情報入手が，避難行動に
どのように関係していたかを表したものである。
これを見ると，地震＝津波連想があった人の避難
の割合が高いことがわかる。また，地震＝津波連
想をした人の６９．８％が「津波注意報・警報を直後
に知った」と回答しており，このことからみても，
地震を感じて津波の危険を思い浮かべたため，自
分が避難すべきかどうか，そのためには津波警報
などが出ているのかどうかといった情報を迅速に
入手する行動へ移ることが可能となったという

人々の意識・行動が明らかになった。

２．７ まとめ
以上，愛知県内の津波注意報発表地域のアン

ケート調査から分かったことを，今後の津波から
の避難行動に関連させてまとめると，次のように
なる。
第一に，自分の居住地が津波危険地域に指定さ

れていることを知らない人が多い。この結果につ
いても，愛知県のケースが例外的なものではな
い。たとえば，津波常襲地である岩手県沿岸１４市
町村の津波避難対象地区住民を対象とした調査に
おいても，「沿岸の津波避難対象地区の全世帯に配
布した津波防災マップの所在に関する問について
は，『マップの存在を知らない』という回答が７３１
人（約４２％）で最も多く，次いで『マップは知っ
ているが，自宅にはない』という回答が４８４人（約
２８％）などとなっている」６）。

全般的には，津波への関心が高く，しかも，津
波の危険性も「分かっている」ことを自己認識し
ているにもかかわらず，関心の高さや危険性の認
識が，自分の居住地の認識に結びついていない。
第二に，緊急の避難行動を必要とする事態が発

生したら，という場合を考えると，地震＝津波連
想をしっかり持つことが必要であるが，この連想
を持っている人が少ない。
第三に，地震を感じたらいち早く津波に関する

情報を獲得することが求められるが，地震＝津波
連想を持った人は情報獲得が早く，それ以外の多
数の人は，情報獲得が遅い。また，地震＝津波連
想を持った人は，避難した人が多かったが，それ
でも約１割である。
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表－４ 地震＝津波連想，津波注意報・警報の情報入手と，避難行動との関係

一部の家族家族全員表の見方：津波注意報・警報を
が避難（％）が避難（％）知らなかった後になって知った直後に知った

人数（カッコ内は地震＝
津波連想の有無それぞれ
を１００％としたときの％）

３．０６．１０．０８．２２．４６．５考
え
た

地
震
＝
津
波
を

３３人（９．４）７３人（２０．８）２４５人（６９．８）

０．５１．４２．４０．９２．５１．１考
え
な

か
っ
た ４１９人（３４．７）３４０人（２８．２）４４８人 （３７．１）
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今回対象としたのは津波注意報が発表された地
域であった。津波注意報では，予想される津波高
は「高いところで０．５m程度」であり，「津波注意
報が発表された場合には・・・特に津波に脆弱な地
域以外は，陸上では住民避難などの防災行動を取
る必要はなく，情報の伝達だけで十分である」８）

といわれている。この意味では，このデータか
ら，避難した人の割合が低すぎるのかどうかとい
う問題を議論しても意味がない。

むしろここで検討すべきなのは，こうした住民
意識や行動のあり方の事例から，津波避難行動に
関するどのような一般的傾向が読みとれるかにつ
いて考察することである。
こうした観点からもう一度，これまでの結果を

まとめておこう（図－２）。図－２の項目は，本調
査の結果から津波への対応にあたる項目をプロッ
トしたものである。右に行くほどより具体的な対
応内容になり，上へ行くほどよりその対応への頻
度が高くなっている。これをみると，第一に，津

波災害への関心や自分の居住地の危険性認識はか
なり高い。しかし，それにもかかわらず，自分の
居住地域が津波の危険地域に指定されていること
を知らない人が半数以上にのぼり，ハザードマッ
プをしっかりと頭に入れている人も少ない。その
ため，全体的には地震発生後，地震情報を入手す
る努力は大多数の人がしているが，ただちに津波
情報をえたといえる人は４０％程度にとどまってい
る。そのことは，地震＝津波連想が低いことと密
接に関連している。そのために，実際に避難行動
をとった人はごくわずかであった。
以上，警報伝達モデルに沿って，津波からの避

難行動上の問題点を見てきた。次に，この警報伝
達モデルのもつ限界を検討し，それをどう補うの
かという点を見てゆこう。
以上の結果から分かることは，「現代的な津波の

災害文化」が形成されていることである。
プラスの意味での災害文化とは，これまでの津

波対策（とくに，津波警報発表のシステム整備）
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図－２ アンケート調査より見た津波への対応行動
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が進められた結果，地震が発生したときには直ち
に情報に注意し，避難行動を開始するという，津
波対応行動が根付きつつあるということである。
従来，たとえば，１９６８年十勝沖地震や，１９８３年日
本海中部地震の際には，こうした警報を受けて避
難するという災害文化は，現在ほどは形成されて
いなかった。
ただし，津波危険地域に住む人のうち，実際に

警報発表を受けて避難する人の割合は，１０％，高
く見積もっても３０％程度ではないかと推測され
る。１９９４年１２月２８日に発生した三陸はるか沖地震
時に，東北地方太平洋沿岸に津波警報が発表され
た。この時の岩手県沿岸の市町村は沿岸地域に住
む約８０，０００人に，直ちに避難勧告を発令した。そ
の際の実際に避難した人数は，各自治体担当者に
よると約１３％程度であった２）。同様に，２００３年５月
２６日に発生した三陸南地震の際に，津波危険地域
に居住する気仙沼市民のうち，実際に避難したの
は８．９％であった９）。ただし，この時には，避難
した人は警報発表によって避難したのではなかっ
た。実際，発災１２分後，気象庁から「津波による
避難の心配はない」という発表があった。最も避
難率が高いのは，ここで調査対象とした紀伊半島
沖地震時における尾鷲市の場合である。尾鷲市で
は，津波警報発表を受けて，市が避難勧告を発令
した。そのため，海岸近くの港町で７５．４％，朝日
町で６１．８％と高い避難率を記録している。ただ
し，この町の背後に隣接する栄町は１３％，中央町
は１．４％，中村町は０％と，大きく避難率が異な
る。危険地域全体としてみると，避難率はかなり
小さくなると推測される（a）。
このように警報発表で一定程度の住民が避難す

るが，多く見積もっても，津波危険地域に住む人
の半分程度にとどまっていることが警報伝達モデ
ルの第一の限界である。今後，この点をどう克服
するのかに取り組んでゆかなければならない。
その一方，マイナスの意味での災害文化も形成

されていることを見逃してはならない。これま
で，たびたび，津波警報，注意報が発表されてき
た。それは，自分の居住地域に発表された警報の
経験だけにとどまらない。現代の情報化社会の中

では，他地域の一定規模以上の地震が発生する
と，マスメディアが緊急番組に切り替えて長時間
報道を続けることもあって，人々は「間接的には」
他地域の警報，注意報をも経験している１０，１１）。そ
の直接的，あるいは間接的経験から，津波警報，
注意報が発表されても「この程度の被害しかない」
「避難しなくても，被災しない」という「漠然とし
た知識」が「経験知」として蓄積されている。は
なはだしい場合には，津波警報が発表されると直
ちに，海に「車で津波を見に行く」という行動を
誘発しかねない。実際にそうした人の数が相当数
に達していることが，防災関係者の間ではしばし
ば話題になっている。警報伝達モデルだけに頼っ
ていると，経験知をそのまま当てはめてしまい，
自分の地域で起こっている状況を把握しないまま
に誤った対処方法をとってしまう危険性がある。
このマイナスの災害文化の形成が，警報伝達モデ
ルのもつ第二の限界である。
こうした現代的な津波の災害文化に対して，第

一と第二の限界を克服するために，従来の警報伝
達モデルの立場からは，「正しい」津波に関する情
報を与え，自治体を中心に木目細やかな警報伝達
をすることによって，迅速な避難行動を促す努力
を一層推し進めるという政策が選択される。
しかし，これまで議論したように，そうした警

報伝達モデルにもとづく政策だけでは十分でな
い。それは今回の調査結果を見ても明らかであ
る。もちろん警報伝達モデルを全面否定すること
はできないが，特に住民の津波に対する意識から
このモデルを補うような考え方を検討することが
必要である。最後に，この問題について検討した
い。

３．「現代的な津波の災害文化」を乗り越
えるためには －あいまいな状況に
おかれること

津波警報や注意報が発表されても，海岸近くの
住民が避難しない理由を，行動主体の側から考え
てみると，大多数の人々は決して「避難しなくて
も絶対に安全」と確信を持って避難しないことを
選択したわけではない。むしろ，警報や注意報を
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聞いて，「どうしよう」と迷っていながら，「絶対
に避難しなければならない」という確信にたどり
着かないために，結果的には，「どうしていいか判
断がつかない」まま，迷っていながら避難しない
というケースが多いと推測される。先に紹介した
片田の気仙沼市での危険地区住民の回答では，「避
難しようとした（が，実際には避難しなかった）」
人が１９．３％，「判断がつかなかった（ため，避難し
なかった）」人が２４．７％となっている（a）。まして，
注意報のような中程度の警報の場合には，そうで
ある。
一般に，いかなる災害に遭遇した場合において

も，災害発生直後のフェーズには被災者にとっ
て，今後の状況がどう展開していくのか，その予
測可能性が低減する。福知山線の大事故の際に
は，事故車両に乗り合わせた二名の職員は，「どう
すべきなのか」上司に問い合わせている。事故が
なければ，時間どおり出社することが当然であ
り，その際には，自宅から職場までの所要時間
も，通勤ルートも「自明のこと」である。しかし，
災害時には，日常時において「自明なこと」から
自明性がなくなり，「次にどういった事態に遭遇す
るのか」「それに対して，何を，いつまでにしなけ
ればならないのか」など，さまざまな事柄につい
て予測ができない状況に追い込まれる。今後どう
いった事態が起こるのかを，イメージできない。
自分がこれから直面するであろう状況に関するイ
メージャビリティを喪失してしまう。そのため，
状況に適応的な行動を選択できないことになる。
さらに，かりに将来の状況をイメージできたとし
ても，その状況はこれまで一度も遭遇したことの
ない事態であるために，「どう対処すべきか」が分
からない。したがって，「あいまいさ」は，今後起
こりうることをイメージできないというだけでは
なく，かりにイメージできても，その状況で何を
すべきかわからないという意味で，二重に「あい
まい」である。
警報を発表するなどの情報提供は，そうした

「あいまいさ」を低減するための手段である。しか
し，どんなに情報を提供しても，この「あいまい
さ」を日常生活レベルに低減することはできない。

津波警報の場合で見ると，確かに短時間のうちに
津波警報を提供することが可能であり，予想到達
時間，予想される津波高も伝えることができる。
近年，警報発表に要する時間は３分以内に短縮さ
れてきたし，「量的津波予報」によって木目細やか
に地域ごとの予報が進められている。さらに，大
地震の震源地近くの地域で，海岸近くに多くの人
口を抱える地域（たとえば，三重県尾鷲市，岩手
県釜石市など）に関しては，津波発生後の津波来
襲のシミュレーションによって，予め「町のどこ
まで，どのくらいの時間で」津波が来襲するのか
をビジュアルに示すことも行われている（a）。
こうしたシミュレーションをとおして，地域に

よっては，津波警報発表を受けて避難したので
は，間に合わない地域も存在していることを，住
民に示すこともできるようになった。
片田が三重県尾鷲市で行った津波のシミュレー

ションによれば，津波警報が発表されて２０分後に
避難した場合の死者は２７００人にのぼり，警報を聞
いて１０分後と迅速に行動してもなお３２３人の死者
が発生するという。さらに，警報を聞いた直後に
避難行動をおこなった場合でも依然として７９名の
死者がでると推定される。結局，死者をゼロにす
るためには，地震発生後直ちに避難するケースし
かない（a）。
しかし，こうした努力をしたにもかかわらず，

実際に災害が発生した時の，住民自身が感じる
「あいまいさ」を１００％低減させることはできない。
災害発生時には，依然として，「あいまいさ」は残
ることになる。
「あいまいな」状況の中で，人々は次のことを判
断しなければならない。津波に関して，具体的
に，このことを考えてみよう。「自分の地域には，
どのくらいの時間で津波がやってくるのか」「どの
くらいの高さの津波がやってくるのか」に関して
「あいまいな」ままに，避難するかどうかを判断し
なければならない。津波警報が発表されたとして
も，自分の地域において，「家の前の海岸の形状，
湾の形状，河川の形状などを見込んで，津波がど
のくらいになるのか，どういった事態になるの
か」については，依然として「あいまいさ」が残
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る。
さらに，避難する場合には，「自分の家から，第

一次避難場所（とりあえず，安全な場所）まで，
どのくらいの時間がかかるのか」「避難準備時間を
どのくらい見込むのか」「とくに，災害弱者を基準
にしたときには，どのくらいの時間になるのか」
「一般的に予想される津波警報発表までの３～５分
を待って，避難しても間に合うのか」を推測し，
避難のタイミングや避難ルートを決定しなければ
ならない。
ここで重要となるのは，一定規模以上の地震が

発生したときに，いかに警報伝達が迅速に行われ
たとしても，地域住民は「あいまいな」状況にお
かれること，さらに，その「あいまいさ」を住民
自身が引き受けなければならないことである。
その「あいまいさを引き受ける」とは，災害対

策で一般に言われている「自分の命は自分で守る」
という自己責任の考え方だけにとどまるのではな
い。その原則を前提としながら，「災害時にはあい
まいな状況におかれることを予め認識すること」
と，「それであれば，あいまいな状況に対して，一
定程度の，安全率を見込んだ行動を選択する必要
があること」を認識し，自分の居住地（あるいは，
たまたま海水浴などでいる場所）において「自分
はどう行動するのか」を予め決めておくことであ
る。
それは結局，自分自身で，自分の「安全率」を

どう見込むのかである。それは，避難が無駄に
なっても，それを引き受けるのは自分自身である
（「避難が無駄になった」ことは自分の判断であ
る），逆に，避難をしなくて津波に巻き込まれて
も，それを引き受けるのは自分自身であるという
ことでもある。さらに，現在の津波対策では，防
潮堤などが大規模地震で壊れることはないという
前提に基づいて議論されることが多いが，その事
実を住民が理解した上で地域で起こりうる被害を
想定しているかどうかも，「安全率」の問題の一つ
である。とくに，都市型の津波災害の場合，ゼロ
メートル地帯の居住者は，海に面した防潮堤が破
壊されなくても，背後の，遠くの防潮堤や河川堤
防が一箇所でも崩壊すれば，津波のインパクトは

ないとしても，海水が浸入する危険性は存在して
いる。
この安全率の考え方を強調しなければならない

のは，形成されつつある「現代的な津波の災害文
化」の欠陥，あるいは，警報モデルの欠陥を補う
ためだけではない。
もう一つの問題は，被災経験の非連続性のため

である。
近代的な防災対策が整備される以前，われわれ

の被災経験は，連続的なものであった。河川洪水
を例にすれば，大雨で，小河川が氾濫して数セン
チ出水をすることを経験することから，大河川が
破堤して１メートル氾濫することの被災経験が，
連続的に経験されていた。耐震建築が一般化する
以前には，弱い震度でも多少の家屋の被害がある，
強震時には周囲の家屋が大部分倒壊するというこ
とが，連続的な経験として存在していた。しかし，
近代的な防災対策のなかで，河川堤防のかさ上げ
整備がすすみ，たとえば，３メートルまでの増水
には耐えられるようになったが，確率的には低い
が，かりに３メートルを越えるときには，一挙に
堤内地でも２～３メートルの洪水を被ることにな
る。しばしば，「災害対策のパラドックス」１２－１４）と
して言及されていることは，この被災体験の非連
続性の上に成り立っているのである。
以上，津波の避難行動を検討してきてたどり着

いた点は次のようなものである。警報避難モデル
にもとづいて行われてきた津波避難対策の中で，
現在の津波の災害文化を形成してきた。そして，
この対策は一定の成果を収めてきた。しかし，一
般的あるいは観念的に津波の危険性を認知するこ
とはできるようになってきたが，この観念的レベ
ルと，いち早く自分の地域で起こっている状況を
把握し，避難行動を取るという具体的な対応行動
のレベルとの間には未だ，大きなギャップが存在
している。
このギャップを，警報避難モデルにだけ基づい

て埋めることは困難がある。このギャップを埋め
るには，防災対策を進める側からすれば，ハザー
ドマップの作成と普及，わが町で起こりうる災害
をその地域の歴史地震災害を例にとって説明する
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ことがあげられる。また，災害を「連続的体験と
して理解できない」状況にも注目してゆかなけれ
ばならないとすれば，小中学校の「総合的な学習
の時間」などで津波災害の説明や被災者の伝承を
とりあげるなど，人々のイメージャビリティをあ
げて，「地震＝津波連想」を根付かせることを最初
に取り組むべきである。
その上で，もう一度，避難行動をとる住民自身

に立ち返り，住民が災害時に直面する「あいまい
さ」を組み込んだ「安全率」の発想に立つことが
必要である。平時・非常時における防災ガイドラ
インなど，自己責任を強調しながら，その自己責
任を果たすための指針を提供することが必要であ
る。

補 注
（a）http://www.ce.gunma-u.ac.jp/regpln/

群馬大学工学部・片田敏孝研究室ホームページ
より。三重県尾鷲市で行った津波のシミュレー
ションを動画で見ることができる。

参考文献
１）今村文彦・高橋智幸：津波災害（京都大学防災

研究所編『防災学ハンドブック』），朝倉書店，
２００１．

２）田中重好：津波来襲地における被害と住民の対
応（弘前大学日本海中部地震研究会『「１９８３年日
本海中部地震」総合調査報告書』），弘前大学日
本海中部地震研究会，１９８４．

３）田中重好：津波被害と住民の対応（田中二郎ほ
か『災害と人間行動』），東海大学出版会，１９８６．

４）田中重好・小倉賢治：災害情報と災害文化―北
海道南西沖地震時における青森県沿岸地域住民
の津波対応行動，地域安全学会論文報告集，
No．４，１９９４．

５）愛知県防災会議地震部会：愛知県東海地震･東南
海地震等被害予測調査報告書（平成１６年３月），
愛知県，２００４．

６）岩手県津波避難対策検討委員会：岩手県津波対
策検討委員会報告書，岩手県，２００２．

７）吉井博明：４県（三重県･和歌山県･徳島県･高知
県）共同
地震・津波県民意識調査報告書，東京経済大学，
２００５．

８）国土庁他：地域防災計画における津波対策強化
の手引き，国土庁，１９９８．

９）片田敏孝編：平成１５年５月２６日 三陸南地震にお
ける気仙沼市民の避難に関する調査報告書，群
馬大学工学部建設工学科片田研究室，２００３．

１０）村上大和・田中重好：阪神・淡路大震災の間接
的被災体験，地域安全学会論文報告集，No．
６，２００４．

１１）田中重好：大都市災害の無力感にどう対処する
のか，自然災害科学，１８（１），１９９９．

１２）宮村忠：水害―治水と水防の知恵，中公新書，
１９８５．

１３）大熊孝：洪水と治水の河川史，平凡社，１９８８．
１４）田中重好・林春男：災害文化論序説，社会科学

討究（早稲田大学社会科学研究所），１０１，
１９８９．

（投 稿 受 理：平成１７年１０月２１日
訂正稿受理：平成１８年４月１７日）

１９５


